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平成２０年第１３回教育委員会定例会会議録 

 

１ 開会宣言 平成２０年１２月２５日（木） 午後１時３０分 

 

２ 場 所 三条市役所栄庁舎 ２０１会議室 

 

３ 出 席 者 長沼委員長、坂爪委員長職務代理委員、渡辺委員、須佐委員、松永教育長 

 

４ 説明のための出席者 

古川教育部長、池浦教育総務課長、久住子育て支援課長、駒澤学校教育課長、

金子生涯学習課長、小林学校教育課主幹、駒形教育総務課長補佐、阿部教育総

務課庶務係長 

 

５ 傍 聴 人  １人 

 

６ 議 題 

 （１）前回会議録の承認 

平成 20 年第 12 回教育委員会定例会会議録について 

（２）議 事 

議第１号 三条市公民館条例施行規則等の一部改正について 

議第２号 三条市リージョンセンターの指定管理者の指定について 

 （３）その他 

ア 三条市議会 12 月定例会の概要について 

イ 次回教育委員会定例会の日程について 

 

７ 審議の経過及び結果 

 （１）前回会議録の承認 

長沼委員長から平成 20 年第 12 回教育委員会定例会会議録について諮り、承認と決定 

 

（２）議 事 

  ・議第１号 三条市公民館条例施行規則等の一部改正について 

金子生涯学習課長から説明 

質疑に入る。 

（渡辺委員） 

「３改正の内容」の「イ受付の特例」とは、具体的にはどのようなものがあるのか。 

「ウ還付」の「（ア）使用者の責任によらない事由」とは、具体的にはどのようなも

のか。 

（金子生涯学習課長） 
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受付の特例とは、例えば中央公民館の大ホールを例にすると、１年前から受け付けら

れるが、更に１年半後を取りたいとき、特別な大きな事由があれば配慮していく。 

使用者の責任によらない事由は、地震や火災で使用できない場合は、使用者の責任に

よらないので、全額お返しする。 

（渡辺委員） 

２番目はよく分かったが、１番目は分からない。みんなが特例で１年半前にお願いす

るという可能性もあるということか。 

（金子生涯学習課長） 

国際的な大会や、全国的な大会等で勘案しなければならない事項があれば、１年とい

うことではなく１年半前や２年前からということを考えている。 

（長沼委員長） 

実際、大ホールなどのキャンセルはあるのか。 

（金子生涯学習課長） 

大ホールについてはない。今は、半年ほど前からの仮予約をしてもらっているが、キ

ャンセル等はない。 

（松永教育長） 

受付の特例として、大きな規模の全国大会という例を挙げたが、例えば市が主催して

講演会をしたい、事業をしたいというとき、早く取っておかなければならないという場

合は、特例として取り扱ってもらう形になるのだろうか。 

（金子生涯学習課長） 

そのとおりだ。 

（松永教育長） 

これは４本の規則改正だが、貸館的な事業を行っている他の施設、例えば今は経済部

に移った勤労青少年ホームなど、これは全市的な動きになっているのか、それとも別々

な動きになっているのか。 

（金子生涯学習課長） 

厚生会館や勤労青少年ホームも全市的に３か月前ということだ。 

（須佐委員） 

改正を周知するやり方は記載していないが、知らしめる方法はどうか。 

（金子生涯学習課長） 

全市的なことなので、市の広報等で周知するということになる。 

（松永教育長） 

例えば、公民館の場合、教育委員会が特別な事由があるとして特例を認める。指定管

理施設は指定管理者がやる。料金は、市長が正当と認めたら還付するとか、あるいは還

付しない。その辺のつながりはどう考えればいいだろうか。市長が特例を認める形にす

ることはできないだろうか。 

（金子生涯学習課長） 

公民館関係は教育施設になっており、あくまでも教育委員会の施設で、貸し出し等は
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教育委員会の許可がいる。使用料は市長の名前で徴収することになっているので、還付

は市長が許可する形になっている。 

（松永教育長） 

理屈はそうだが、現実的に今、公民館施設を管理しているのは市長部局の生涯学習課

だ。ただ、施設が教育施設になっているからという、ただそれだけのことなのだろうか。 

（金子生涯学習課長） 

教育施設だからということだ。 

休  憩  午後１時５０分 

再  開  午後１時５５分 

全員異議なく承認と決定 

 

  ・議第２号 三条市リージョンセンターの指定管理者の指定について 

金子生涯学習課長から説明 

質疑に入るが質疑なく、全員異議なく承認と決定 

 

（３）その他 

  ア 三条市議会 12 月定例会の概要について 

古川教育部長から説明 

質疑に入る。 

（長沼委員長） 

一般質問で小中一貫教育について、大変いいと、早くやってほしいという方の比率は。 

（古川教育部長） 

７人中１人だが、他の議員についても住民が心配しているところを中心に質問してい

た。特に賛否をはっきりされていないという方がほとんどだ。 

 

イ 次回教育委員会定例会の日程について 

池浦教育総務課長から提案があり、委員長が諮り次のとおり決定する。 

    日 時  平成２１年１月２９日（木） 午後１時３０分 

    会 場  三条市役所栄庁舎 ２０１会議室 

 

８ 閉会宣言  平成２０年１２月２５日 午後２時１０分 

 

    三条市教育委員会会議規則（平成１７年三条市教育委員会規則第３号）第３８条及び第

３９条の規定により、会議の顛末を記載してここに署名する。 

 

     平成２１年１月２９日 

     三条市教育委員会 

      委員長  長沼 礼子 


